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新たな自治体行政の基本的考え方①

スマート自治体への転換 公共私によるくらしの維持

出典）厚生労働省「人口動態統計」及び国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口（H29.4）」から作成
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労働力（特に若年労働力）の絶対量が不足

人口縮減時代のパラダイムへの転換が必要

＜我が国の出生数の推移＞

 経営資源が大きく制約されることを前提に、従来の半分の職員でも自治体が本
来担うべき機能を発揮できる仕組みが必要。

 全ての自治体で、AI・ロボティクスが処理できる事務作業は全てAI・ロボティクス
によって自動処理するスマート自治体へ転換する必要。

＜破壊的技術（AI・ロボティクス等）を使いこなすスマート自治体へ＞

 標準化された共通基盤を用いた効率的なサービス提供体制へ。

 自治体ごとの情報システムへの重複投資をやめる枠組みが必要。円滑に統合
できるように、期限を区切って標準化・共通化を実施する必要。

⇒ 自治体の情報システムや申請様式の標準化・共通化を実効的に進めるために
は、新たな法律が必要となるのではないか。

＜自治体行政の標準化・共通化＞

 人口減少と高齢化により、公共私それぞれのくらしを支える機能が低下。
⇒ 自治体は、新しい公共私相互間の協力関係を構築する「プラットフォーム・ビル

ダー」へ転換する必要。
 共・私が必要な人材・財源を確保できるように公による支援や環境整備が必要。

＜プラットフォーム・ビルダーへの転換＞

 全国一律の規制を見直し、シェアリングエコノミーの環境を整備する必要。
 ソーシャルワーカーなど技能を習得したスタッフが随時対応する組織的な仲介

機能が求められる。

＜新しい公共私の協力関係の構築＞

 定年退職者や就職氷河期世代の活躍の場を求める人が、人々のくらしを支え
るために働ける新たな仕組みが必要。地域を基盤とした新たな法人が必要。

 地方部の地縁組織は、法人化等による組織的基盤の強化が必要。

＜くらしを支える担い手の確保＞
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